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昭和１６年（１９４１）太平

洋戦争開戦。戦勝気分に酔っ

たのはほんのひと時であっ

た。翌年には、ミッドウエー海

戦の大敗北以来、戦況の敗色

が濃くなる中、「挙国一致」「一

億総動員」が叫ばれた。国民学

校にも報国隊が結成され、防

火訓練や健脚運動、耐寒訓練、

荒れ地の開墾などが行われ

た。 

昭和１８年（１９４３）にも

なると、いよいよ時局は緊迫

し、工場、農村への学徒勤労動

員、戦場への学徒出陣が始ま

った。そして同年９月には長

崎にも最初の警戒警報が発令

された。翌１９年（１９４４）６月以降は、しばしば

警戒警報、空襲警報が発令されるようになり、頻繁に

防空壕への退避を余儀なくされた。 

第２次世界大戦が激しくなるにつれて、総国民の生

活は圧迫され、戦災に晒されることになり、都市部か

らの疎開が現実化してきた。 

昭和１８年９月２８日、政府は官庁の地方疎開を閣

議決定し、１０月１５日には帝都・重要都市の地方疎

開方針を決定した。昭和１９年６月１日には、長崎

市も戸籍課兵事厚生課を閉鎖中の長崎史料博物館

（後の長崎市立博物館）に移した。 
昭和１９年１１月２７日、長崎市は知事より改正防

空法による強制疎開を命じられた。これにより、長崎

市は庁舎内に成瀬防衛本部長を所長とする「疎開相談

所」を置いた。同日、長崎県も「都市疎開本部」を設

置し、長崎・佐世保両市に「疎開工事事務所」を置い

て建物疎開の実施に乗り出した。（第１次建物疎開） 

長崎市の第１次建物疎開の対象は三菱長崎造船所

など軍需生産施設周辺の家屋密集地帯で、飽の浦地区

をはじめ幸町・茂里町地区、中島川両岸の密集地帯、

町内防空壕への退避道路周辺（船大工町・本籠町など）

の市内１１か所にわたる地域内の家屋が指定された。 

昭和２０年（１９４５）４月、第２次建物疎開が行

われた。県庁・市役所・学校・郵便局・駅など主要施

設の周辺の木造建物が対象となった。 

また、昭和２０年５月にかけて、三菱長崎造船所も、

アメリカ機動部隊の爆撃激化に対応して、各種資材、

付属部品及び工具製作関係工場の分散疎開を行った。 

昭和２０年６月から７月にかけて第３次建物疎開

が実施され、市内至る所に、防火地帯（間引き疎開の

空き地）が出現した（長崎新聞 昭和２０年７月３日）。 

昭和２０年の記録では江戸町４，６８３坪、築町４，

３３２坪、紺屋町６，４４９坪が強制疎開になるなど、

長崎市の疎開面積は１８５，９２４坪に上った。この

建物疎開によって、長崎の町も大きく変貌を遂げた。

築町や江戸町は半分を失い。内中町(現桜町公園一帯)

や八千代町などはほとんど町自体が無くなった。 

長崎市では、集団疎開は行われず縁故疎開の方法が

とられた。昭和１９年７月から８月１０日まで縁故疎

開学童は約１，０００人に上った。昭和２０年になる

と佐世保市、大村市、長崎市などで大規模な空襲が始

まり、長崎市、佐世保市においては、幼老・学童の疎

開が強化された。 

２次、３次の疎開によって、総数５１，７６１人（市

街移住２７，００５人、市内転住２４，７５６人）、１

４，４６２世帯が疎開した。８月９日に爆死した約７

４，０００人の中に、判明しただけでも５，２００人

の疎開児童・生徒が含まれていた。 

戦時中の強制疎開に対する補償は、戦時債務補償と

して認識されており、戦後その支払いが求められた。 

しかし、戦時補償特別措置法に基づく「戦時補償特

別税」が設けられ、形式上は支払う形をとりながら、

支払額に対して１００％の税率で課税し全額を回収

したため、債務補償は事実上無効となった。築町・江

戸町の建物疎開の跡地は、県庁坂（南側）、４車線の公

会堂前通りとなり、中島川には中央橋も架けられたが、

疎開地に対する戦後補償はなかったのである。 

 

町名は当時の町名による。 

本稿は令和８年１月例会の発表の要旨である。 
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